
川南町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備との調和及び適正な維持管

理に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川南町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備との調和及び適正な

維持管理に関する条例（令和７年川南町条例第２０号。以下「条例」という。）第１７条

の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（事前協議） 

第３条 条例第７条第１項の規定による事前協議を行おうとする者は、再生可能エネルギー

発電設備事業事前協議書（様式第１号。以下「事前協議書」という。）を町長に提出しな

ければならない。 

２ 事前協議書には、別表第１に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 

３ 町長は、事前協議書の提出があったときは、必要に応じ、現地調査を行うものとする。 

４ 条例第７条第２項の規定による指導及び助言は、事前協議指摘事項通知書（様式第２

号）を事業者へ通知して行うものとする。 

（地域住民への説明） 

第４条 条例第８条第３項の規定による報告は、説明会開催報告書（様式第３号）に次の各

号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 

（１） 説明会に配布又は使用した書類等の写し 

（２） 説明会を開催した状況を確認することができる写真 

（３） 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（事業計画の届出） 

第５条 条例第９条第１項の規定による事業計画の届出は、事業計画届出書（様式第４号）

によるものとする。 

２ 事業計画届出書には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 

（１） 再生可能エネルギー発電設備事業に関する関係法令手続確認書（様式第５号） 

（２） 事業確約書（様式第６号） 

（３） その他町長が必要と認める書類 

３ 条例第９条第２項の規定による変更及び中止の届出は、事業計画変更・中止届出書（様



式第７号）によるものとする。 

（廃止の届出） 

第６条 条例第１０条第１項の規定による届出は、事業廃止届出書（様式第８号）によるも

のとする。 

（指導、助言又は勧告） 

第７条 条例第１５条第１項に規定による指導及び助言は、事業（指導・助言）通知書（様

式第９号）によるものとする。 

２ 条例第１５条第２項に規定による勧告は、事業改善勧告書（様式第１０号）によるもの

とする。 

３ 条例第１５条第３項に規定による報告は、事業是正報告書（様式第１１号）によるもの

とする。 

（公表の方法） 

第８条 条例第１６条第１項の規定による公表は、次に掲げる事項について、町ホームペー

ジにより行うものとする。 

（１） 条例第１５条第２項の規定による勧告の年月日 

（２） 前号の勧告を受けた事業者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その

名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地） 

（３） 勧告を行った理由 

（４） 講ずべき措置の内容 

（委任） 

第９条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

事前協議書添付書類 

書類 必ず明示すべき事項等 

位置図 
(１)方位 

(２)事業区域の位置 



現況図 

(１)方位 

(２)事業区域の境界 

(３)土地利用の状況 

施工計画書 
(１)再生可能エネルギー発電設備の形状、寸法等 

(２)排水施設を設置する場合は排水施設計画平面図 

緊急対応マニュア

ル 

災害、事故、機器の故障等が発生又は発生するおそれが生じた

ときの対応方法 



様式第１号（第３条関係） 

 



様式第２号（第３条関係） 

 

 



様式第３号（第４条関係） 

 

 



様式第４号（第５条関係） 

 



様式第５号（第５条関係） 

 



 



様式第６号（第５条関係） 

 



様式第７号（第５条関係） 

 



様式第８号（第６条関係） 

 



様式第９号（第７条関係） 

 



様式第10号（第７条関係） 

 



様式第11号（第７条関係） 

 

 


